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(57)【要約】
【課題】従来技術の構成に関係する欠点をなくした核燃
料集合体の貯蔵用及び／又は運搬用の貯蔵装置及び容器
を提供する。
【解決手段】本発明は、核燃料集合体の貯蔵用及び／又
は運搬用の貯蔵装置１であって、複数の隣接したハウジ
ング２を有し、ハウジング２の各々は、側壁を有すると
共に核燃料集合体を受け入れることができ、側壁は、積
み重ねられると共に交差したスロット付き構造アセンブ
リ６ａ、６ｂを使用した少なくとも一部分からなり、各
構造アセンブリ６ａ、６ｂは、アルミニウムを含む第１
の材料からなる少なくとも１枚の板２２を有する、貯蔵
装置１において、各構造アセンブリ６ａ、６ｂは、管状
断面要素２０をさらに有し、管状断面要素２０の内部に
少なくとも１枚の板２２が位置し、管状断面要素２０は
、鋼とチタンとその合金とから選択される第２の材料か
らなることを特徴とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　核燃料集合体の貯蔵用及び／又は運搬用の貯蔵装置（１）であって、複数の隣接したハ
ウジング（２）を有し、該ハウジング（２）の各々は、側壁を有すると共に前記核燃料集
合体を受け入れることができ、該側壁は、積み重ねられると共に交差したスロット付き構
造アセンブリ（６ａ、６ｂ）を使用した少なくとも一部分からなり、該各構造アセンブリ
（６ａ、６ｂ）は、アルミニウムを含む第１の材料からなる少なくとも１枚の板（２２）
を有する、貯蔵装置（１）において、
　前記各構造アセンブリ（６ａ、６ｂ）は、管状断面要素（２０）をさらに有し、該管状
断面要素（２０）の内部に前記少なくとも１枚の板（２２）が位置し、前記管状断面要素
（２０）は、鋼とチタンとその合金とから選択される第２の材料からなることを特徴とす
る貯蔵装置。
【請求項２】
　前記第１の材料及び前記第２の材料の少なくとも一方は、ニュートロファージ元素を含
むことを特徴とする、請求項１に記載の貯蔵装置。
【請求項３】
　前記各板を構成する前記第１の材料は、アルミニウム及びニュートロファージ元素を含
むことを特徴とする、請求項１に記載の貯蔵装置。
【請求項４】
　前記ニュートロファージ元素は、ホウ素と、ガドリニウムと、ハフニウムと、カドミウ
ムと、インジウムと、サマリウムと、ユーロピウムとから成る群から選択されることを特
徴とする、請求項２又は３に記載の貯蔵装置。
【請求項５】
　前記各ハウジング（２）は、その境界を定める側面（１７４）を有し、該側面は、前記
ハウジングの前記側壁を形成する前記構造アセンブリ（６ａ、６ｂ）の前記管状断面要素
（２０）によって少なくとも部分的に構成されることを特徴とする、請求項１～４のいず
れか一項に記載の貯蔵装置。
【請求項６】
　前記各構造アセンブリ（６ａ、６ｂ）において、前記管状断面要素（２０）は、横側面
部（２４）によって相互連結される上縁部（３０）及び下縁部（３２）間を延び、前記少
なくとも１枚の板（２２）は、前記上縁部（３０）及び前記下縁部（３２）間を摺動する
ことを特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の貯蔵装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１枚の板（２２）は、単一の板で構成されることを特徴とする、請求項
６に記載の貯蔵装置。
【請求項８】
　前記単一の板も、鋼製の前記管状断面要素（２０）の２つの前記横側面部（２４）間を
摺動することを特徴とする、請求項７に記載の貯蔵装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１枚の板（２２）は、互いに離隔した２枚の板で構成されることを特徴
とする、請求項６に記載の貯蔵装置。
【請求項１０】
　前記離隔した２枚の板はそれぞれ、鋼製の前記管状断面要素（２０）の２つの前記横側
面部（２４）の内部側面（２８）に面することを特徴とする、請求項９に記載の貯蔵装置
。
【請求項１１】
　前記構造アセンブリ（６ａ、６ｂ）の少なくとも１つは、上側スロット（４０）が設け
られた上側部分と共に下側スロット（４２）が設けられた下側部分を有し、該上側スロッ
ト（４０）及び該下側スロット（４２）は、ほぼ同一の高さを示すことを特徴とする、請
求項１～１０のいずれか一項に記載の貯蔵装置。
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【請求項１２】
　前記上側スロット（４０）及び前記下側スロット（４２）の各々は、前記管状断面要素
（２０）内に形成されたノッチ（５０、４６）と、前記構造アセンブリ（６ａ、６ｂ）の
前記各板（２２）内に形成されたノッチ（６０、４８）とを使用して構成されることを特
徴とする、請求項１１に記載の貯蔵装置。
【請求項１３】
　前記構造アセンブリ（６ａ、６ｂ）の少なくとも１つは、前記上側スロット（４０）が
設けられた前記上側部分と共に前記下側スロット（４２）が設けられた前記下側部分を有
し、該上側スロット（４０）は、該下側スロット（４２）より低い高さを有することを特
徴とする、請求項１～１２のいずれか一項に記載の貯蔵装置。
【請求項１４】
　前記上側スロット（４０）及び前記下側スロット（４２）の各々は、前記管状断面要素
（２０）内に形成されたノッチ（５０、４６）と、前記構造アセンブリ（６ａ、６ｂ）の
前記各板（２２）内に形成されたノッチ（６０、４８）とを使用して構成されることを特
徴とする、請求項１３に記載の貯蔵装置。
【請求項１５】
　前記下側スロット（４２）の各々は、前記管状断面要素（２０）内に形成されたノッチ
（４６）及び前記構造アセンブリの前記各板（２２）内に形成されたノッチ（４８）を使
用して構成され、
　前記上側スロット（４０）の各々は、前記管状断面要素（２０）内に形成されたノッチ
（５０）だけを使用して構成されることを特徴とする、請求項１３に記載の貯蔵装置。
【請求項１６】
　前記各構造アセンブリ（６ａ、６ｂ）の前記管状断面要素（２０）は、ほぼ矩形又は正
方形の断面を有することを特徴とする、請求項１～１５のいずれか一項に記載の貯蔵装置
。
【請求項１７】
　前記構造アセンブリ（６ａ、６ｂ）の積み重ね体の周囲に配置される複数の周囲壁（１
４）をさらに有することを特徴とする、請求項１～１６のいずれか一項に記載の貯蔵装置
。
【請求項１８】
　前記各構造アセンブリ（６ａ、６ｂ）は、２つの対向する端部を有し、該対向する端部
の各々は、同じ側壁の任意の２つの直接的に連続した構造アセンブリ（６ａ、６ｂ）間に
隙間（８６）が存在するように、前記複数の周囲壁（１４）の１つに取り付けられること
を特徴とする、請求項１７に記載の貯蔵装置。
【請求項１９】
　核燃料集合体の貯蔵用及び／又は運搬用の容器（７０）であって、
　請求項１～１８のいずれか一項に記載の前記貯蔵装置（１）を内部に収容したケーシン
グ（７２）を含むことを特徴とする容器。
【請求項２０】
　前記ケーシング（７２）は、
　ベース（７４）と、
　蓋（７６）と、
　前記貯蔵装置の長手方向軸と合体するケーシングの長手方向軸（７３）の周囲に延びる
側面胴部（８０）と
を有し、
　前記貯蔵装置は、前記蓋（７６）から離れた位置で、該蓋（７６）の方向での前記ケー
シングの前記長手方向軸（７３）に沿った前記側面胴部（８０）に対する並進がロックさ
れることを特徴とする、請求項１９に記載の容器。
【請求項２１】
　前記並進のロックは、前記側面胴部（８０）に取り付けられると共に構造アセンブリ（
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６ａ、６ｂ）の積み重ね体の周囲に配置される周囲壁（１４）と協働するストップ手段（
８２）を用いて実行されることを特徴とする、請求項２０に記載の容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包括的には、核燃料集合体の貯蔵用及び／又は運搬用の貯蔵装置に関する。
排他的ではないが、本発明は、特に、照射済み核燃料集合体の貯蔵用及び／又は運搬用の
貯蔵装置に関する。このタイプの装置は、通常は高温にさらされ、温度が最高である場合
、全体的に満足できる機械抵抗を確保するために、鋼部品を必要とし得る。
【０００２】
　本発明はさらに、核燃料集合体の貯蔵用及び／又は運搬用のそのような貯蔵装置を内部
に配置したケーシングを含む容器に関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来より、貯蔵「バスケット」又は「プレートラック」とも呼ばれるそのような装置は
、ほぼ円形断面の円筒形であって、それぞれ核燃料集合体を受け入れることのできる複数
の隣接したハウジングを有する。
【０００４】
　このタイプの装置は、以下に簡単に明らかにする４つの本質的な機能を同時に満たすこ
とができるように設計される。
【０００５】
　それは実際、第１に照射済み燃料集合体によって放出された熱を排除する必要がある。
これには、高い熱伝導性を有する材料の使用が必要であり、アルミニウム又はその合金が
一般的に使用される。したがって、この第１の機能は熱機能と呼ばれる。
【０００６】
　第２の機能は、貯蔵装置に核燃料集合体を装填した時、貯蔵装置の準臨界（sub-critic
ality）を維持する、すなわち、いずれの核分裂反応の暴走も回避するために、核燃料集
合体間の中性子相互作用を十分に制限することにある。これは、ホウ素のような、ニュー
トロファージ元素と呼ばれる中性子吸収化学元素を貯蔵する貯蔵装置の構造に組み込むこ
とによって、実質的に構成される。そのようにニュートロファージ元素を添加した物質は
、中性子物質と呼ばれる。準臨界の維持には、たとえば貯蔵装置のハウジングを形成する
仕切りの内部に水を満たすのに適した空間を設けることが必要であり得る。
【０００７】
　さらに、貯蔵装置に核燃料集合体を装填する時、貯蔵装置の準臨界の維持は、この貯蔵
装置が十分な機械抵抗を確実に有することも必要とし、したがって、この機械的機能は第
３の機能を構成する。実際に、その幾何学的形状の過剰変化は、核燃料集合体間の中性子
相互作用に、すなわち、準臨界に許容できないような影響を与え得る。
【０００８】
　貯蔵装置の機械抵抗は、核物質の運搬／貯蔵に対する、特に非変形標的上への自由落下
についての試験に関する法的安全要件に適合しなければならない。これらの落下試験は、
ケーシングの、したがって貯蔵装置の長手方向軸を、衝突面に対してほぼ垂直（これは一
般的に軸方向落下又は垂直落下と呼ばれる）、又は衝突面にほぼ平行（これは一般的に側
方落下又は水平落下と呼ばれる）のいずれかになるように向けることによって行われる。
これらの試験の後、貯蔵装置のいずれの変形も、臨界に許容できないほど悪影響を与えて
はならず、これは、機械抵抗が可能な限り強い貯蔵装置を有することを必要とする。この
ため、特に貯蔵装置が達する温度が高い時、高温では機械抵抗が不十分であることが多い
アルミニウム元素に加えて鋼から形成される構造アセンブリを使用する必要があり得る。
【０００９】
　最後になるが、貯蔵装置を入れたケーシングを有するすべての構造体と同様に、貯蔵装
置自体が、中性子及びガンマ線に関する放射線防護に関与し、この放射線防護機能が第４
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の機能を構成する。さらに、アルミニウム及びその合金の低密度の物質が、主に中性子の
遮蔽に関与する場合、鋼のような高密度の物質は、主にガンマ線の遮蔽に関与することが
確認されている。
【００１０】
　そのような貯蔵装置の設計中、経済的制約も考慮に入れることにも注意しなければなら
ない。実際に、このタイプの制約は、核燃料を装填した時、最大重量が動作的制約によっ
て制限される容器の積載量の増加を意図している。したがって、その目的は、一方でケー
シングを、また他方で貯蔵装置も可能な限り軽量化することのできる技術的解決策を提供
することにある。
【００１１】
　従来技術において、貯蔵装置の隣接したハウジングを得る目的で、スロット付き構造ア
センブリを積み重ねると共に交差させることから成る幾つかの構成が既知である。たとえ
ば、特許文献１は、ホウ素を含むアルミニウム合金のような高い熱伝導性を有する中性子
物質からなる２枚の離隔する板と共に、板の間に配置されて当該板と接触している矩形断
面のバーの形を一般的にとる中間鋼構造体（intermediary steel structure）をそれぞれ
が有する２つのスロット付き構造アセンブリを開示している。さらに、積み重ねると共に
交差された構造アセンブリの場合に一般的であるように、これらの構造アセンブリの積み
重ね方向は、貯蔵装置の長手方向軸に平行であり、したがって、各中間鋼構造体を貯蔵装
置のこの同じ長手方向軸とほぼ直交させて配置することを意味する。
【００１２】
【特許文献１】フランス特許第２，８７２，９５５号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　これに関して、中間鋼構造体に対して維持される矩形断面の全体形状は、関連する貯蔵
装置について、主に垂直自由落下試験及び側方自由落下試験に関して最大の機械的強度を
得るのに最適な解決策ではないことが確認されている。これは特に、これらの中間鋼構造
体は、或る線密度に対して比較的低い曲げ慣性係数（modulus of inertia in bending）
を有し、それには、垂直自由落下と共に側方自由落下において中間鋼構造体に大きな制約
及び変形を生じる性質が有ることによって説明することができ、特に並進を維持する必要
がある時、貯蔵装置は、それがケーシングの蓋に衝突しないようになっている。
【００１４】
　さらに、中間鋼構造体の積み重ねによって生じる長手方向の不連続性は、追加された鋼
の重量に関して最適化されたガンマ線防護を処理することができない。
【００１５】
　したがって、本発明の目的は、従来技術の構成に関係する上記欠点をなくした核燃料集
合体の貯蔵用及び／又は運搬用の貯蔵装置及び容器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　そのために、本発明の目的は、核燃料集合体の貯蔵用及び／又は運搬用の貯蔵装置であ
って、該貯蔵装置は、複数の隣接したハウジングを有し、該ハウジングの各々は、側壁を
有すると共に前記核燃料集合体を受け入れることができ、該側壁は、積み重ねられると共
に交差したスロット付き構造アセンブリを使用した少なくとも一部分からなり、該各構造
アセンブリは、アルミニウム合金のようなアルミニウムを含む第１の材料からなる少なく
とも１枚の板を有する、貯蔵装置を提供することである。本発明によれば、各構造アセン
ブリは、管状断面要素をさらに有し、該管状断面要素の内部に前記少なくとも１枚の板が
見られ、前記管状断面要素は、鋼とチタンとその合金とから選択される第２の材料からな
る。
【００１７】
　好都合にも、本貯蔵装置の機械的強度機能は、管状断面要素によって実質的に与えられ
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、管状断面要素は、当該管状断面要素を構成する第２の材料の性質により、且つ当該管状
断面要素の特有の形状により、それぞれ非常に満足できる機械的剛性を与えることができ
、したがって、関連する容器が、動作的制約（operating constraints）によって課せら
れる重量制限に依然として適合しながら、主に垂直自由落下試験及び側方自由落下試験に
関する法的安全要件に容易に適合できるようにする。これは特に、鋼、チタン又はその合
金の１つから形成されるこれらの管状断面要素が、或る線密度に対して高い曲げ慣性係数
を有して、垂直自由落下と共に側方自由落下において当該管状断面要素の制約及び変形を
大幅に制限するということによって説明され得る。実際に、或る線密度に対して、たとえ
ば鋼製の構造部品の曲げ強度は、それを構成する材料を曲げ部品の中立軸、すなわち曲げ
部品の２つの対称軸からできる限り離しておく場合、上記２つの落下の際に最適であるこ
とが明らかになっている。したがって、本発明で維持される管状断面要素の形状は、機械
抵抗の本質的な部分を与える鋼構造体用の最適な形状を構成する。もちろん、この見解は
、選択される第２の材料がチタン又はその合金の１つである場合にも適用されるが、鋼、
さらに好ましくはステンレス鋼の使用がやはり好ましい。そのような構造は、上記自由落
下の実施中にスロット付き構造アセンブリに高い屈曲応力を生じるという意味で、貯蔵装
置の並進が、この同じ貯蔵装置を収容しているケーシングの蓋から離れた位置で停止され
るようにした本発明の特権的用途に対して、この最適化が特に好都合であることが確認さ
れる。
【００１８】
　さらに、本発明による貯蔵装置の機械的強度は、特に特許文献１の貯蔵装置内に見られ
たように、各管状断面要素が、特に、それが画定する構造アセンブリのハウジングの側壁
の全厚を横切ると共にこの厚さの内側部分だけを全く横切ることなく延びることによって
も最適化される。この特殊性は特に、第１の材料からなる各板が、その対応する鋼製の管
状断面要素の内側に配置されるという特徴から生じる。
【００１９】
　さらに、各スロット付き構造アセンブリの外側部分が、鋼製の管状断面要素によって構
成されることから生じる別の利点が、これらを積み重ねると共に交差させた管状断面要素
を使用して、貯蔵装置の全長にわたってほぼ連続的に延びる鋼構造体を形成できることに
あることが明らかにされている。これらの管状断面要素が貯蔵装置の機械的強度をさらに
強化することができること以外に、上記鋼構造体の連続性は、特に、ガンマ線に関して非
常に満足できる遮蔽を行うことができる。
【００２０】
　さらに、提案される貯蔵装置は、単純な形状の安価な部品の使用に基づいてさほど複雑
でなく、且つ互いに容易に組み立てることのできる構造を有する。したがって、貯蔵装置
の合計コストは、従来技術で見られるものと比べて低減することができる。そのため、積
み重ねると共に交差された管状断面要素間の機械的結合が、この目的のためにこれらの同
じ管状断面要素に設けられるスロットを使用して構成されるので、従来技術を実施する場
合のように、鋼若しくはチタン製の部品の交差部分でそれらの間に位置決めピンを設ける
こと、及び／又は鋼若しくはチタン製の部品とニュートロファージ元素との間にねじを設
けることが、好都合にも、もはや必要なくなることが明らかである。このことから生じる
取り付け機能以外にも、位置決めピン及び／又はねじを使用しないことは、交差部分に対
して抵抗する断面を減少させない限り、貯蔵装置の全体的な機械的強度を好都合に強化す
る。
【００２１】
　さらに、本発明による貯蔵装置は、上記の４つのすべての本質的な機能を容易に満たす
ことができる構造であって、機械的強度の要件は、もちろん主に鋼製の管状断面要素によ
って与えられる構造を有することが確認されている。
【００２２】
　実際に、貯蔵装置の各構造アセンブリの板が、アルミニウムと、たとえばアルミニウム
及びホウ素の合金のようなニューロファージ元素とを含む第１の材料からなる特殊な場合
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、熱の伝達は実質的にアルミニウムの存在によって行われる。この場合、貯蔵装置に核燃
料集合体を装填した時、貯蔵装置の準臨界の維持が、特に板内に設けられたホウ素の使用
によって保証される。
【００２３】
　これに関して、後述するように、同一の構造アセンブリに設けられる２枚の板の空間に
より、やはり貯蔵装置の準臨界を維持する目的で、水を満たすのに適した空間を画定する
ことができることが確認されている。最後になるが、上述したように、ガンマ線に関する
遮蔽は、貯蔵装置の全長にわたってほぼ連続的に延びる鋼製の構造体によって、非常に満
足できるように行われ、中性子遮蔽は実質的に、第１の材料内にアルミニウムが存在する
ことによって行われる。
【００２４】
　ニュートロファージ元素が実際に特に板を構成する第１の材料内に設けられる場合、代
替的にそれらを管状断面要素を構成する第２の材料内に設けるか、又は同時に第１の材料
及び第２の材料内に設けることさえ可能であろう。この場合に限らず、これらのニュート
ロファージ元素は、ホウ素、ガドリニウム、ハフニウム、カドミウム、インジウム、サマ
リウム、ユーロピウムから成る群から選択され、本発明の範囲から逸脱することなく、そ
の混合物ももちろん可能である。
【００２５】
　さらに、上述したように、各ハウジングは、それを画定する側面を有し、この側面は、
ハウジングの側壁を形成するスロット付き構造アセンブリの鋼製の管状断面要素によって
少なくとも部分的に構成される。
【００２６】
　さらに好ましくは、各構造アセンブリにおいて、管状断面要素は、２つの横側面部によ
って相互連結された上縁部及び下縁部間を延び、上記少なくとも１枚の板は、上縁部及び
下縁部間を摺動する。言い換えると、中性子物質の各板の２つの縁部は、それぞれ上端部
及び下端部に面するようになっており、摺動によって一方を他方の内部に取り付けること
ができるようにするために、且つ一方を他方の内部に摺動させるこれらの２つの部品用に
使用する材料の個々の特性のために見られる伸長差に対処できるようにするために、作業
隙間が設けられている。
【００２７】
　この特殊性は、中性子物質の板が協働して、貯蔵装置の全長にわたってやはりほぼ連続
的に延びる、高い熱伝導性を有する中性子物質の構造体を形成するように、中性子物質の
板の高さが、その対応する管状断面要素の内側の高さにほぼ等しいことを意味する。この
理由のため、準臨界を維持しながら、やはりハウジングの側壁に沿って得られる準連続性
のため、熱の伝達及び中性子の遮蔽がこれらの板によって良好な状態で行われる。
【００２８】
　本発明の好適な実施形態によれば、上記少なくとも１枚の板は、単一の板で構成される
。そのため、それは、単一の板も鋼製の管状断面要素の２つの横側面部間を摺動するよう
に配置されることがより好ましい。言い換えると、中性子物質の板の２つの側面は、それ
ぞれ管状断面要素の横側面部の内側から対向する／横切ることが意図され、取り付けを可
能にすると共に伸長差に対処するために、作業隙間も設けられている。中性子物質の単一
の板が、それに対応する管状断面要素によって画定される内部空間のほぼすべてを占める
ようにするこの好適な実施形態は特に、準臨界を維持するためにハウジングの側壁にシー
ト状の水を常に備えるわけではないＢＷＲ（沸騰水型軽水炉）タイプの核燃料集合体用の
貯蔵装置の構成用である。
【００２９】
　本発明の別の好適な実施形態によれば、上記少なくとも１枚の板は、互いに離隔した２
枚の板によって構成される。これに関して、各構造アセンブリの板の間の空隙により、貯
蔵装置に核燃料集合体を装填した時、やはり貯蔵装置の準臨界を維持する目的で、水を満
たすのに適した空間を画定できることが確認されている。したがって、この別の実施の形
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態は特に、ＰＷＲ（加圧水型軽水炉）タイプの核燃料集合体用の貯蔵装置の構成用である
。
【００３０】
　好ましくは、２枚の離隔した板はそれぞれ、鋼製の管状断面要素の２つの横側面部の内
側に面し、これらの板はそれぞれ２つの横側面部の内側と面接触状態にあることができる
が、それでも、管状断面要素内での各プレートの摺動による取り付けを可能にすると共に
伸長差に対処するために、作業隙間が設けられる。
【００３１】
　好適な実施形態では、それは、中性子物質の２枚の板が互いに完全に独立的であるよう
に、又は全体的にＨ字形状又は管形状の断面の構造体内に組み込まれて、２枚の板がそれ
ぞれこのＨ字形状又は管形状の２つの横側面部を構成するようにして配置することができ
る。この後者の場合、全体的にＨ字形状又は管形状の断面の構造体は、一体形成すること
ができるか、又は互いに固定的に組み付けられる部品を使用して得ることができる。
【００３２】
　さらに好ましいと共に上記２つの好適な実施形態の各々について、少なくとも１つの構
造アセンブリ、さらに好ましくは構造アセンブリの各々は、上側スロットが設けられた上
側部分と共に下側スロットが設けられた下側部分を有し、上側スロット及び下側スロット
はほぼ同一の高さを有する。限定的ではないが、上側部分及び下側部分はもちろん、構造
アセンブリの積み重ね方向に従って考慮されることが確認されている。したがって、上側
部分は、貯蔵装置のヘッドプレートの方に向いた管状断面要素の縁部に位置し、下側部分
は、反対側の縁部、すなわち、貯蔵装置のベースの方に向いた縁部の高さに位置する。別
の見方では、これは、上側部分が貯蔵装置に対応するケーシングの蓋の方に向いた管状断
面要素の縁部の高さに位置し、下側部分が反対側の縁部、すなわち、ケーシングのベース
の方に向いた縁部の高さに位置するということに戻る。
【００３３】
　より好ましくは、貯蔵装置の長手方向軸に沿って準連続的なハウジングの側壁を得るた
めに、上側スロット及び下側スロットの高さの合計は、構造アセンブリの高さの半分にほ
ぼ等しい。
【００３４】
　しかしながら、本発明の範囲から逸脱することなく、代替的に、上側スロットだけ又は
下側スロットだけを有する構造アセンブリを設けられることが確認されている。
【００３５】
　構造アセンブリが同一の高さの上側スロット及び下側スロットを有する好ましい場合で
は、上側スロット及び下側スロットの各々が、鋼製の管状断面要素内に形成されたノッチ
及び構造アセンブリの各板内に形成されたノッチからなるように、当該構造アセンブリが
構成される。
【００３６】
　代替的には、少なくとも１つの構造アセンブリ、より好ましくは構造アセンブリの各々
は、上側スロットが設けられた上側部分と共に下側スロットが設けられた下側部分を有し
、上側スロットは、下側スロットより低い高さを有する。
【００３７】
　この他の場合では、貯蔵装置は通常、上側スロット及び下側スロットの各々が鋼製の管
状断面要素内に形成されたノッチ及び構造アセンブリの各板内に形成されたノッチからな
るように、又は下側スロットの各々が常に鋼製の管状断面要素内に形成されたノッチ及び
構造アセンブリの各板内に形成されたノッチからなると共に上側スロットが鋼製の管状断
面要素内に形成されたノッチだけからなるように、構造アセンブリを構成することができ
る。
【００３８】
　特に、この後者の構造は、特に貯蔵装置がケーシングの側面胴部に対してその長手方向
軸に従った並進が蓋から離れた位置でロックされるように設けられる時、蓋のような閉鎖
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システムを備える上側部分が衝突面に衝突することを目的とする容器の垂直自由落下の場
合に、貯蔵装置の機械的剛性を強化するために設けられる。
【００３９】
　実際上、そのような垂直自由落下に続く衝突中、端部で並進が停止した鋼製の管状断面
要素は曲げを受けて、緩やかな曲線（sweep）が閉鎖システムの方向に、すなわち、その
時に底部の方に向いている容器の上側部分に向けて定められる。この曲げにより、管の下
側スロットが閉じて、上側スロットが開く。管が交差部分に合わせて高度に調整されてい
るとすると、再閉鎖スロットが交差管と接触するように満たす必要のある隙間が大幅に減
少する。したがって、曲げが生じた時、再閉鎖中の下側スロットは、このスロット内に収
容されている交差管と迅速に接触し、それにより、交差区域内で剛性を相当に増加させ、
またこれにより、制約及び変形を減少させる。
【００４０】
　貯蔵装置が並進を持続しないようにした時、特に閉鎖システムの機械的強度が、この閉
鎖システムの側面衝突を伴う落下中に貯蔵装置の重量を保持するのに十分である時が考慮
され得る場合、貯蔵装置は蓋にその断面全体にわたって衝突することに注意されたい。こ
の場合、貯蔵装置の構造アセンブリは、受ける曲げが非常にわずかであるか、又はまった
くなく、そのため、異なった高さのスロットを設ける必要がなくなる。
【００４１】
　より好ましくは、各構造アセンブリの鋼製の管状断面要素は、ほぼ矩形又は正方形の断
面を有する。
【００４２】
　さらに好ましくは、貯蔵装置は、構造アセンブリの積み重ね体の周囲に配置された複数
の周囲壁をさらに有する。これに関して、さらに好ましくは、貯蔵装置は、各構造アセン
ブリが２つの対向する端部を有し、その各々が同じ側壁の任意の２つの直接的に連続した
構造アセンブリ間に隙間が存在するように、複数の周囲壁の１つに取り付けられるように
構成される。
【００４３】
　そのため、この特別な構造により、構造アセンブリの各々の保持を切り離すことができ
、したがって、構造アセンブリは、互いに独立的に周囲壁上に保持される。一般的に、そ
のような構造では、軸方向落下の観点での貯蔵装置全体の機械的強度の証明（justificat
ion）は、特に、貯蔵装置の並進がケーシングの蓋から離れた位置で停止される時、この
貯蔵装置の構造アセンブリの任意の１つの機械的強度の簡単な証明によって有利に行われ
得る。
【００４４】
　本発明の目的はまた、核燃料集合体の貯蔵用及び／又は運搬用の容器であって、上述し
たような貯蔵装置を内部に収容するケーシングを含む容器である。
【００４５】
　より好ましくは、ケーシングは、ベースと、蓋と、貯蔵装置の長手方向軸と合体するケ
ーシングの長手方向軸の周囲に延びる側面胴部とを有し、貯蔵装置は、蓋から離れた位置
で、蓋の方向でのケーシングの長手方向軸に沿ったケーシングの側面胴部に対する並進が
ロックされる。
【００４６】
　これにより、ケーシングの蓋に設けられるケーシングのシールの破壊を生じやすい垂直
自由落下中に、貯蔵装置がケーシングの蓋と衝突することを回避することができる。
【００４７】
　最後になるが、貯蔵装置の並進のロックは、ケーシングの側面胴部に取り付けられると
共に構造アセンブリの積み重ね体の周囲に配置された貯蔵装置の周囲壁と協働するストッ
プ手段を用いて実行することができる。より好ましくは、ストップ手段が構造アセンブリ
ではなく周囲壁だけと協働するような場合、鋼製の管状断面要素の管形状は、垂直自由落
下の枠組み内で満たしている機械抵抗を獲得するのに完全に適することが確認されている
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。
【００４８】
　しかしながら、本発明の範囲から逸脱することなく、蓋から離れた位置でケーシング内
に固定的に挿入される「ヘッドプレート」と呼ばれる板であって、貯蔵装置の上側部分の
構造アセンブリが支持体として上に載る板の形をしたストップ手段を設けることも可能で
あろう。
【００４９】
　本発明の他の利点及び特徴は、限定的ではない以下の詳細な説明から明らかになるであ
ろう。
【００５０】
　次に、添付の図面に関連させてこの説明を行う。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５１】
　図１を参照すると、より好ましくは照射済みの（図示しない）核燃料集合体の運搬及び
／又は貯蔵を目的とした（本図には示さない）ケーシング内に入れるように設けられた貯
蔵装置１が示されている。
【００５２】
　図１からわかるように、貯蔵装置１は、平行に配置された複数の隣接したハウジング２
を有し、これらはそれぞれ、長手方向軸４に沿って延びている。ハウジング２はそれぞれ
、断面が正方形である少なくとも１つの核燃料集合体、より好ましくは単一の核燃料集合
体を受け入れることができる。
【００５３】
　したがって、ハウジング２は、１つがその他のものに対して並置するように設けられて
いる。それらは、複数のスロット付き構造アセンブリ６ａ、６ｂによって構成され、これ
らの構造アセンブリ６ａ、６ｂは、図１に矢印８で概略的に示されるように、ハウジング
２の長手方向軸４に平行である積み重ね方向に従って積み重ねられている。より正確に言
うと、積み重ね方向８は、貯蔵装置の底部から貯蔵装置の（図示しない）閉鎖板に向かっ
て延びている。慣習的に、本明細書の残りの部分では、「高さ」という概念は、貯蔵装置
１の（図示しない）長手方向軸にも平行である積み重ね方向８に関連付けられるべきであ
ることが認められる。
【００５４】
　この同じ図１でわかるように、スロット付き構造アセンブリ６ａ、６ｂは、より好まし
くは垂直に交差される。言い換えると、構造アセンブリ６ａは互いに対して平行である一
方、構造アセンブリ６ｂも互いに対して平行であるが、構造アセンブリ６ｂは構造アセン
ブリ６ａに対して垂直をなす。
【００５５】
　構造アセンブリ６ａ、６ｂを積み重ね方向８に従って積み重ねる時、構造アセンブリ６
ａ、６ｂは協働してハウジング２の各々の側壁を形成し、この側壁は、この第１の好適な
実施形態では、ほぼ正方形の横断面を有する。もちろん、ハウジング２の側壁は、六角形
のような異なった形の核燃料集合体の保持を可能にする任意の他の形で与えることもでき
るであろう。
【００５６】
　したがって、ハウジング２が正方形の横断面を有する図１に示される例では、構造アセ
ンブリ６ａは、方向１０と積み重ね方向８とに平行な垂直仕切り９を形成する一方、構造
アセンブリ６ｂは、方向１２と積み重ね方向８とに平行な垂直仕切り１１を形成する。方
向８と、方向１０と、方向１２とは互いに垂直である。
【００５７】
　好ましくは、構造アセンブリ６ａ、６ｂの各々は、２つの周囲壁１４の間を延びてそれ
らと一体化しており、これらの周囲壁１４により、貯蔵装置１の側方を閉鎖することがで
きる。たとえば、限定的ではないが図示されるように、これらの周囲壁１４を４つ設ける
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ことができ、各々が貯蔵装置１の全高さにわたって延びて、貯蔵装置１のハウジング２の
側壁の周囲部分を構成する。さらに代替的には、本発明の範囲から逸脱することなく、各
周囲壁１４を、方向８に従って積み重ねられた垂直仕切りの複数の部分によって構成する
ことができる。
【００５８】
　さらに、垂直仕切り９、１１の各々が、当該積み重ねられた垂直仕切りのいずれかの側
に配置された幾つかのハウジング２の側壁の一部分の形成に関与することに注意されたい
。
【００５９】
　より詳細に後述するように、スロット付き構造アセンブリ６ａ、６ｂの各々は、第２の
材料からなる管状断面要素を使用して設計され、管状断面要素には、第１の材料からなる
少なくとも１枚の板が内部に収容されている。第１の材料は、ニュートロファージ元素を
有するものがより好ましく、したがって、特に、アルミニウム及びホウ素の合金の形態を
とるが、当業者であれば、たとえばガドリニウム、ハフニウム、カドミウム、インジウム
、サマリウム、ユーロピウムのような他のニュートロファージ元素を採用することもでき
るであろう。しかしながら、他のアルミニウムをベースとする材料、たとえばアルミニウ
ム合金及び炭化ホウ素を有するマトリックスから構成される複合材料等もまた、この第１
の材料を構成すると考えられる。さらに、管状断面要素を構成する第２の材料は、ステン
レス鋼のような鋼であることがより好ましいが、それが達成できる機械抵抗についての性
能が高いためチタン又はその合金を使用することも考えられる。
【００６０】
　そのため、図１をさらに参照すると、鋼製の管状断面要素の２つの横側面部の各々は、
積み重ね方向８と共に方向１０及び１２の一方にも平行であって、複数のハウジング２の
画定に関与することが簡単にわかる。
【００６１】
　次に図２を参照すると、積み重ねられた垂直仕切り９、１１及び周囲壁１４によって側
壁が形成されているハウジング２はそれぞれ、正方形の断面を有する側面１７４によって
内部が画定されることがわかる。この側面１７４は、積み重ねられた垂直仕切り９、１１
をそれぞれ形成する構造アセンブリ６ａ、６ｂの鋼製の管状断面要素の横側面部によって
少なくとも部分的に構成することができる。
【００６２】
　図２に明確に示されるように、この場合には、これらのハウジング２の各々の側面の一
部分もまた周囲壁１４を使用して形成されるため、ハウジング２の側面１７４だけは、横
側面部によって完全に構成されるわけではない。
【００６３】
　次に図４を参照すると、本発明の第１の好適な実施形態による貯蔵装置１の一部分を見
ることができ、この貯蔵装置１は、図３ａ～図３ｃに示されるようなスロット付き構造ア
センブリ６ａ、６ｂの積み重ね体を使用して構成されている。そのため、垂直仕切り９を
構成する構造アセンブリ６ａは、垂直仕切り１１を構成する構造アセンブリ６ｂと同一又
は同様であり、そのうちの１つを、図３ａ～図３ｃを参照しながら以下に説明する。
【００６４】
　本発明の第１の好適な実施形態では、スロット付き構造アセンブリ６ｂは、ステンレス
鋼製の管状断面要素２０から構成され、その内部に、アルミニウム又はホウ素の合金の板
２２が配置されている。図３ｃに最もわかりやすく示されるように、板２２は、管状断面
要素２０によって内部に画定される形状に対して相補的である略矩形の形状を有し、した
がって、ほぼ矩形の横断面も有している。
【００６５】
　第１の好適な実施形態では、単一の板２２は実際上、管状断面要素２０の２つの横側面
部２４間を摺動するように設けられている。そのため、板２２の２つの外側面２６はそれ
ぞれ、管状断面要素２０の横側面部２４の内部側面２８と面接触状態にあるが、取り付け
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及び伸長差に対処するために、作業隙間が設けられている。
【００６６】
　さらに、管状断面要素２０は、２つの横側面部２４によって連結されている上縁部３０
及び下縁部３２間を延び、したがって、板２２はまた、上縁部３０及び下縁部３２間を摺
動する。言い換えると、板２２の上縁部３４及び下縁部３６はそれぞれ、管状断面要素２
０の上縁部３０及び下縁部３２と面接触状態にあるが、摺動によって一方を他方の内部に
取り付けることを可能にするために、及び使用する材料の個々の特性に起因して見られる
伸長差に対処するために、作業隙間が設けられている。
【００６７】
　したがって、構造アセンブリは、板２２の方向８の高さが管状断面要素２０の内側の高
さにほぼ等しいことにより、構造アセンブリが協働して、貯蔵装置の全長にわたってほぼ
連続的に延びる高熱伝導性の中性子物質の構造体を形成するように構成されることがより
好ましい。
【００６８】
　中性子物質の単一の板２２が管状断面要素２０によって画定される内部空間のほぼ全体
を占めるこの第１の好適な実施形態は、特に、ＢＷＲタイプの燃料集合体用の貯蔵装置の
構成用である。
【００６９】
　図３ａに示されるように、構造アセンブリ６ｂは、上側スロット４０が設けられた上側
部分及び下側スロット４２が設けられた下側部分を有し、上側スロット４０は、方向８に
おいて下側スロット４２より低い高さを有するという特殊性を有している。
【００７０】
　この点において、構造アセンブリは、上側スロット４０及びその対向位置に配置された
下側スロット４２の高さの合計が、構造アセンブリ６ｂの高さのほぼ半分に等しいことに
より、構造アセンブリ６ａ、６ｂを積み重ねて交差させた後、ほぼ連続した側壁が得られ
るように構成することがより好ましい。
【００７１】
　下側スロット４２の各々は、管状断面要素２０の全厚にわたって形成されたノッチ４６
と、単一の板２２の全厚にわたって形成されたほぼ同一の高さのノッチ４８とを使用して
構成される。
【００７２】
　したがって、好ましくはノッチ４８をすでに備えている板２２を、好ましくは同様にノ
ッチ４６をすでに備えている管状断面要素２０の内部で摺動させる時、構造アセンブリ６
ｂの下側スロット４２を形成するために、これらのノッチ４６、４８は２つずつ合致する
。参考までに、さらに図３ａからわかるように、アルミニウムをベースにした第１の材料
内に形成されるノッチ４８は、ステンレス鋼からなる第２の材料内に形成されるノッチ４
６よりも、方向１２において、特に相当に幅広であることが定められている。この幅の差
により、方向１２における構造アセンブリ６ｂの第１の材料及び第２の材料間の伸長差に
うまく対処することが可能である。
【００７３】
　一方、上側スロット４０はそれぞれ、鋼製の管状断面要素２０の上縁部３０上に形成さ
れた単一のノッチ５０を使用するだけで構成され、板２２の上縁部３４はノッチを有さず
、このために、構造アセンブリ６ｂの全長にわたって一定の断面を有する。
【００７４】
　上述したように、積み重ね方向８において下側スロット４２が上側スロット４０より大
きいこの構造は、方向８の垂直自由落下の場合に貯蔵装置の機械的剛性を強化するために
設けられる。実際上、そのような垂直自由落下に続く衝突中、後述するように、端部で並
進が停止した管状断面要素２０は曲げを受けて、緩やかな曲線が方向８に、すなわち、そ
の時に底部の方に向いている容器の上側部分に向けて描かれる。したがって、この曲げに
より、ノッチ４６が閉じて、より小さい寸法のノッチ５０が開く。管状断面要素２０が、
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交差部分で特に高度に調整されているとすると、再閉鎖中のノッチ４６が、交差した管状
断面要素２０と接触するように満たす必要のある隙間が大幅に減少する。したがって、曲
げが生じた時、再閉鎖中のノッチ４６は、対応する下側スロット４２内に収容されている
管状断面要素２０と迅速に接触し、したがって、交差区域内の剛直性（stiffness）を相
当に増加させる。
【００７５】
　複数の構造アセンブリ６ａ、６ｂを積み重ねると共に交差させた図４において、互いに
平行な構造アセンブリ６ａの第（ｎ＋１）層の存在が、まず最初に確認される。さらに、
第（ｎ＋２）層は、積み重ね方向８において第（ｎ＋１）層のすぐ上に配置され、この目
的で設けられる上側スロット４０及び下側スロット４２によって第（ｎ＋１）層の構造ア
センブリ６ａと協働する構造アセンブリ６ｂから構成される。そのため、第（ｎ＋２）層
の構造アセンブリ６ｂ及び第（ｎ＋１）層の構造アセンブリ６ａは、積み重ね方向８にお
いて直接的に連続状に配置され、且つ互いに交差状に配置される。
【００７６】
　最後に、第（ｎ＋３）層は、積み重ね方向８において第（ｎ＋２）層のすぐ上に配置さ
れて、上側スロット４０及び下側スロット４２によって第（ｎ＋２）層の構造アセンブリ
６ｂと協働する構造アセンブリ６ａから構成される。したがって、第（ｎ＋２）層の構造
アセンブリ６ｂ及び第（ｎ＋３）層の構造アセンブリ６ａは、積み重ね方向８において直
接的に連続状に配置され、且つ互いに交差状に配置される。さらに、図４からわかるよう
に、第（ｎ＋１）層及び第（ｎ＋３）層の構造アセンブリ６ａは、管状断面要素２０の上
縁部３０及び下縁部３２上で２つずつ互いに非常に近接しているか、又は接触している。
【００７７】
　より一般的には、より低い高さの各上側スロット４０が、隣接する構造アセンブリの下
側スロット４２と協働するように、またその逆に協働するように意図されることが示され
ている。
【００７８】
　次に図５ａ～図５ｂを参照すると、この第１の好適な実施形態の代替例であって、たっ
た今上記したばかりのものに概ね似ている設計の代替例を示すことができる。そのため、
全図面で、同じ参照符号を付けた構成要素は、同一又は同様の構成要素に対応する。
【００７９】
　そのため、この代替例において、主な変更は、上側スロット４０及び下側スロット４２
が方向８において同一の高さを有し、それらの高さの合計がやはり構造アセンブリ６ｂの
高さの半分にほぼ等しいように設けられるという事実にあることがわかるであろう。
【００８０】
　そのために、各上側スロット４０が、もはや管状断面要素２０の上縁部３０上の単一の
ノッチ５０だけを使用して構成され得るのではなく、図５ａに示されるように、この同じ
ノッチ５０と合致する、板２２の上縁部３４上に設けられる上側ノッチ６０も使用して得
られる。したがって、この代替例では、上側スロット４０及び下側スロット４２を同様に
して得ることができる。
【００８１】
　さらに、限定することはないが、現断面におけるこの構造アセンブリの横断面は、図３
ｃに示されるものと同一である。
【００８２】
　図６ａ及び図６ｂに示される第２の好適な実施形態では、構造アセンブリ６ａ、６ｂは
、上記代替例で説明したものとほぼ同様の上側スロット４０及び下側スロット４２の構成
を有するが、代替として、図３ａ～図３ｃに示されるようなタイプであってもよい。した
がって、第２の好適な実施形態は、対応する管状断面要素２０によって画定された空間の
ほぼ全体を占める第１の材料から成る単一の板ではなく、互いに離隔する２枚の個別の板
２２を組み込んでいることで、第１の好適な実施形態と区別される。
【００８３】



(14) JP 2008-134247 A 2008.6.12

10

20

30

40

50

　より正確に言うと、２枚の板２２の間の空間により、貯蔵装置に核燃料集合体を装填し
た時、貯蔵装置の準臨界を維持する目的で、水を満たすのに適した空間６４を画定するこ
とができる。したがって、この第２の実施形態は、特にＰＷＲ（加圧水型軽水炉）タイプ
の核燃料集合体用の貯蔵装置の構成用である。
【００８４】
　図６ｂで最もよくわかるように、２枚の同一の板２２の各々は、それらを収容している
鋼製の管状断面要素２０の上縁部３０及び下縁部３２の間を摺動するように設けられてい
る。さらに、２枚の同一の板２２の各々は、管状断面要素２０の横側面部２４の２つの内
部側面２８にそれぞれ面する外側面２６を有し、取り付けを可能にすると共に伸長差に対
処するために、作業隙間が設けられている。２枚の板２２のうち、外側面２６と反対の内
側面６６は互いに向き合って、鋼製の管状断面要素２０の上縁部３０及び下縁部３２と協
働して、水を満たすことのできる空間６４を画定する。
【００８５】
　ここでもまた、２枚の板２２の各々の厚さは管状断面要素２０の厚さより大幅に小さい
が、方向８におけるこれらの板２２の各々の高さは、やはり管状断面要素２０の内側の高
さとほぼ同一である。
【００８６】
　図６ａに示されるように、各上側スロット４０は、２枚の板２２の上縁部３４にそれぞ
れ形成された２つの上側ノッチ６０と共に、管状断面要素２０の上縁部３０に形成された
上側ノッチ５０によっても形成され、これらの上側ノッチ５０、６０、６０はもちろん、
互いに合致している。同様に、各下側スロット４２は、２枚の板２２の下縁部３６にそれ
ぞれ形成された２つの下側ノッチ４８と共に、管状断面要素２０の下縁部３２に形成され
た下側ノッチ４６によっても形成され、これらの下側ノッチ４６、４８、４８は互いに合
致している。
【００８７】
　最後になるが、２枚の板２２のスペーサ６８、たとえば方向８に平行なロッドの形をし
たスペーサ６８を、貯蔵装置１の上側スロット４０及び下側スロット４２上に置くことが
できることが示されている。したがって、貯蔵装置１は、スペーサ６８の直径及び２枚の
板２２の厚さの合計が、管状断面要素２０の２つの横側面部２４間の内側の間隔とほぼ同
一であるように構成されている。
【００８８】
　図７を参照すると、一般的にケーシング７２を含む容器７０が示され、ケーシングの内
部には、上記したばかりのものの１つ等であって、ケーシング内に入れられるように設け
られる貯蔵装置１が見られ、図７にはこの貯蔵装置１が概略的に示されているだけである
。
【００８９】
　当業者には既知のように、積み重ね方向８に平行な長手方向軸７３のケーシング７２は
、貯蔵装置１が載置されるベース７４と、このケーシングを閉鎖すると共に貯蔵装置１の
上端部７８から離して配置された蓋７６とを有する。それはまた、貯蔵装置１の長手方向
軸と合体された長手方向軸７３の周囲に延びる側面胴部８０を有する。
【００９０】
　さらに好ましくは、貯蔵装置１は、側面胴部８０に対する方向８への長手方向軸７３に
沿った並進が蓋７６から離れた位置でロックされる。そのため、これにより、この蓋７６
が底部の方に向いた状態での垂直自由落下であって、この蓋７６に設けられるケーシング
７０のシールの破壊を生じやすい垂直自由落下中に、貯蔵装置１が蓋７６と衝突すること
を回避することができる。
【００９１】
　蓋７６から離れた位置で貯蔵装置１の並進をこのようにロックするために、側面胴部８
０の上側部分内に収容されると共にケーシングの内部に向かって半径方向に突出するスト
ップ要素８２の形態をとるストップ手段が設けられている。図７でわかるように、貯蔵装
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置１の上端部７８は、自由落下中に支持体としてこれらのストップ要素８２にぶつかる。
より正確に言うと、貯蔵装置１は、ストップ要素８２が、構造アセンブリの積み重ね体の
周囲に配置された貯蔵装置の周囲壁とだけ協働するように配置されている。
【００９２】
　さらに、図１、図８ａ及び図８ｂを参照すると、構造アセンブリ６ａ、６ｂを周囲壁１
４に取り付けるための好適な実施形態の一例を見ることができる。
【００９３】
　一般的に貯蔵装置１は、各構造アセンブリ６ａ、６ｂが、２つの対向する端部を有し、
該対向する端部の各々は、図８ａでわかるように、同じ側壁の任意の２つの直接的に連続
した構造アセンブリ６ａ、６ｂ間に隙間８６が存在するように、周囲壁１４に取り付けら
れている。
【００９４】
　そのために、各構造アセンブリの端部は、トリップドッグ（trip dog）と呼ばれる組み
付け部品８８を備え、組み付け部品８８は、たとえばねじ付けによって組み付け部品８８
を取り付ける板２２と接触するまで、管状断面要素２０の内部に貫入される。組み付け部
品８８の、構造アセンブリの外に突出する部分は、周囲壁１４の内側に形成された長手方
向チャネル９０内に収容され、したがって、方向８での組み付け部品８８の高さは、これ
らの組み付け部品が長手方向チャネル９０内で互いに接触している時、図８ａで最もよく
わかるように、隙間８６が管状断面要素２０間に現れるようにして与えられる。
【００９５】
　得られる隙間８６により、構造アセンブリの各々の保持を切り離すことができ、したが
って、構造アセンブリは、互いに独立的に周囲壁１４上に保持される。その場合、軸方向
落下での貯蔵装置１全体の機械的強度の証明は、この貯蔵装置１の構造アセンブリの任意
の１つの機械的強度の簡単な証明によって行うことができる。
【００９６】
　限定的ではないが、各長手方向チャネル９０はストップ９２を有し、２つの直接的に連
続したストップ９２間に配置された一連の組み付け部品８８が、容器の垂直自由落下中に
支持体として各ストップの上に載りやすいようにすることができる。これにより、組み付
け部品８８を移動させる圧縮応力を許容値に制限することが可能である。
【００９７】
　もちろん、当業者であれば、限定的ではなく例示としてのみ上記した貯蔵装置１及び容
器に対してさまざまな修正を加えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】本発明の原理を簡単に示す、核燃料集合体の貯蔵用及び／又は運搬用の貯蔵装置
の斜視図である。
【図２】本貯蔵装置のスロット付き構造アセンブリの積み重ね方向に対して垂直である図
１の平面Ｐに沿った断面図である。
【図３ａ】本発明の第１の好適な実施形態による核燃料集合体の貯蔵用及び／又は運搬用
の貯蔵装置に使用されるスロット付き構造アセンブリの斜視図である。
【図３ｂ】図３ａの分解図である。
【図３ｃ】図３ａ及び図３ｂに示すスロット付き構造アセンブリの、当該構造アセンブリ
の現断面を通る切断面での横断面図である。
【図４】図３ａ～図３ｃに示されたもの等の、積み重ねられると共に交差した複数のスロ
ット付き構造アセンブリを示す、第１の好適な実施形態による貯蔵装置の部分斜視図であ
る。
【図５ａ】本発明の第１の好適な実施形態の代替例による核燃料集合体の貯蔵用及び／又
は運搬用の貯蔵装置に使用されるスロット付き構造アセンブリの斜視図である。
【図５ｂ】図５ａの分解図である。
【図６ａ】積み重ねられると共に交差した２つのスロット付き構造アセンブリを示す、第
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２の好適な実施形態による貯蔵装置の部分斜視図である。
【図６ｂ】図６ａに示す２つのスロット付き構造アセンブリのうちの１つの横断面図であ
る。
【図７】図１に示すような核燃料集合体の貯蔵用及び／又は運搬用の貯蔵装置を組み込ん
だ容器の概略図である。
【図８ａ】本貯蔵装置の周囲壁へのスロット付き構造アセンブリの取り付けを示す断面図
である。
【図８ｂ】本貯蔵装置の周囲壁へのスロット付き構造アセンブリの取り付けを示す断面図
である。
【符号の説明】
【００９９】
　１　貯蔵装置、２　ハウジング、６ａ，６ｂ　構造アセンブリ、１４　周囲壁、２０　
管状断面要素、２２　板、２４　横側面部、２８　内部側面、３０　（管状断面要素２０
の）上縁部、３２　（管状断面要素２０の）下縁部、４０　上側スロット、４２　下側ス
ロット、４６，４８，５０，６０　ノッチ、７０　容器、７２　ケーシング、７３　（ケ
ーシング７２の）長手方向軸、７４　ベース、７６　蓋、８０　側面胴部、８２　ストッ
プ手段、８６　隙間、１７４　側面。

【図１】 【図２】

【図３ａ】
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【図６ａ】
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